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処遇改善等加算Ⅰ
【概要】

当該加算率は、４月１日現在の常勤職員（１日６時間以上かつ

月２０日以上勤務している職員で正職員・パート問わず）１人当

たりの平均経験年数に応じた加算率の基礎分と賃金改善要

件分（キャリアパス要件分を含む）の値を合計した値により認

定する。

【支給対象】

当該施設に勤務する全職員を対象に、月例給・一時金により

支払うものとする。

➀基礎分

平均経験年数に応じて設定（２～１２％）

➁賃金改善要件分

「基準年度の賃金水準を適用した場合の賃金総額」及び「人件

費の改定状況を踏まえた部分」に対し、賃金改善を行う（６％、

平均勤続年数11年以上の施設は７％）。

➂キャリアパス要件分（②の内数）

役職や職務内容等に応じた勤務条件・賃金体系の設定、資質

向上の具体的な計画策定及び計画に沿った研修の実施又は

研修機会の確保、職員への周知等が要件（満たさない場合、

②から２％減）

➂キャリアパス要件分
（満たしていない場合➁から２％減）

➁賃金改善要件分
11年未満 一律６％
11年以上 一律７％

➀基礎分

※経験年数が上昇するとともに増加する加算額については、
昇給等に充当することが必要

＜➁の要件＞

基準年度の賃金水準＊から
の改善

＊国家公務員給与改定に伴
う人件費の改定率を反映

処遇改善等加算Ⅰ

引用：施設型給付費等に係る処遇改善等加
算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて
（内閣府子ども・子育て本部）

*新規開設園の場合、当該加算率
は暫定加算率８％を適用します。
夏の本認定に伴い、遡及して精算を
行います。
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処遇改善等加算Ⅱ
【概要】

園長及び主任保育士未満の技能・経験を積んだ職員に対して、追加的に人件
費を加算する。

【支給対象】

Ａ 副主任保育士等

概ね７年以上の経験を有する者。キャリアアップ研修の要件は次ページ参照

Ｂ 職務分野別リーダー等

概ね３年以上の経験を有する者。キャリアアップ研修の要件は次ページ参照

※研修修了要件の必須化時期の取扱いについては、令和３年度の早期に改
めて示すことを予定している。

上記について、発令や職務命令等を行った上で毎月支払われる月例給・手当
により支払うものとする。

【配分】

職員構成を考慮して月額４万円の賃金改善を行う者を１人以上確保した上で
園長を除く職員に月額５千円～４万円未満で配分が可能

※職務分野別リーダーに配分する場合は、副主任保育士等に係る賃金改善
額のうち、最も低い額を超えないこと。

〈人数Ａ：５人、人数Ｂ：３人のイメージ図〉

引用：子ども・子育て支援新制度都道府県等
説明会資料（内閣府子ども・子育て本部）
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副主任保育士

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ マネジメント＋３つ以上の分野
の研修を修了

エ 副主任保育士としての発令

専門リーダー

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ ４つ以上の分野の研修を修了
エ 専門リーダーとしての発令

職務分野別リーダー

【要件】
ア 経験年数概ね３年以上
イ 担当する職務分野（左記①～⑥）の研修を修了
ウ 修了した研修分野に係る職務分野別リーダー※としての発令
※乳児保育リーダー、食育・アレルギーリーダー 等
※同一分野について複数の職員に発令することも可能

キャリアアップ研修の創設

→以下の分野別に研修を体系化

【研修分野】

①乳児保育 ②幼児教育

③障害児保育 ④食育・アレルギー

⑤保健衛生・安全対策

⑥保護者支援・子育て支援

⑦保育実践 ⑧マネジメント

※研修の実施主体：都道府県等

※研修修了の効力：全国で有効

※研修修了者が離職後再就職する場

合：以前の研修修了の効力は引き

続き有効

※⑦については令和元年度までに実施
した研修に限る

園長
＜平均勤続年数24年＞

主任保育士
＜平均勤続年数21年＞

保育士等 ＜平均勤続年数８年＞

研修による技能の習得により、
キャリアアップができる仕組み
を構築

※各保育園､認定こども園等の状況を踏まえ、副主任保育士・専門リーダーの配置比率は柔軟に対応可
※ 「園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３及び１／５」とは、公定価格における職員数に基づき算出したもの。

＜標準規模の保育園（定員90人）の職員数＞
※公定価格上の職員数
園長１人、主任保育士１人、保育士12人、
調理員等３人 合計17人

月額５千円の処遇改善 ※標準規模の園で３人
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／5）

月額４万円の処遇改善 ※標準規模の園で５人
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３）

処遇改善等加算Ⅱ概要図 資料2-1



市処遇改善等加算Ⅱの運用モデル
＜ 定員＝９０人、職員＝１７人(園長１人、主任１人、保育士１２人、調理員等３人。経験年数は以下のとおり)、人数Ａ＝５人、人数Ｂ＝３人の場合 ＞

経験年数７年以上(園長・主任を除く)=８人 経験年数３～６年=６人

　 市処遇Ⅱの算定については、主任保育士（一般的に7年目以上の職員分）を含むものとする。

※主任の配分額は、国処遇改善等加算Ⅱと同様5千円～４万円未満(国処遇Ⅱ+市処遇Ⅱ)

《加算保障額－国配分可能月額＝市加算月額》

加算額の算定 加算保障額  　 ⇒７人（7年以上・４万円保障対象者1名除く）×４万円　＋　４万円（主任）
 ＋６人（3～6年）×５千円…①

国配分可能額 ⇒４人（人数A《保障対象者1名除く》）×４万円＋３人（人数B）×５千円…②

市加算月額 ⇒　　①（３５万円）　－　②（１７万５千円） ＝１７万５千円

上記５名の内１名について
４万円保障を必須

対象外
（経験年数３
年未満・園長）

〇国処遇Ⅱにて改善の図れない経験年数３～６年の者・７年以上の者の賃金改善を補完する。

〇年齢構造等による公平性の観点から、主任保育士に対する賃金改善を可能とするため

人数Ａ=５人
（国処遇Ⅱ賃金改善可能分）

人数Ｂ=３人
（左記に同じ）
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国処遇改善

等加算Ⅱ

市処遇改善

等加算Ⅱ

市処遇改善等加算Ⅱの運用モデル
＜定員＝９０人、職員＝１７人(園長１人、主任１人、保育士１１人、調理員等４人。経験年数は
以下のとおり)、人数Ａ＝５人、人数Ｂ＝３人の場合＞

主

任

保

育

士

園

長

市処遇改善等加算Ⅱ

【概要】

国の公定価格において、処遇改善等加算Ⅰの加
算率算定の基礎となる職員の経験年数が３～６
年の者と７年以上の者が多くいる施設に対し、十
分に賃金改善額の配分を行えない場合に、賃金
改善額を補完する。

概ね国処遇改善等加算Ⅱと同様の性質となるが、
支給対象、発令の要不要等異なる。

【加算額】

３～６年の者と７年以上の者を限定とする（発令
は不要）。※国処遇Ⅱとは異なる

国処遇改善等加算Ⅱの配分可能額（副主任保育
士等及び職務分野別リーダー等に対する配分可
能額）に対し、経験年数が３～６年の者に５千円
及び最低４万円の保障対象とならない７年以上の
者（いずれも園長を除く）にも４万円を配分（加算
保障）した場合に不足する額。

※ただし、国処遇Ⅱの算定基礎となる職員数に１
を加えた人数を上限とする。

《加算保障額－配分可能額＝市加算月額》
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